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1 
TWLマスターエディタとは
TWLマスターエディタは、TWL対応ソフトおよびTWL専用ソフトのマスターROM提出に関する以下の作業を自動化するWindows用ツールです。

(1) ROM内登録データの矛盾点のチェック (※1)


(2) マスターROMの作成 (ROM内登録データの一部編集)


(3) マスターROM提出確認書(以下、提出確認書)の作成 (※2)
上記の機能を持つため、マスターROM提出の際には、本ツールを必ずご利用いただく必要があります。

※1 ROM内登録データやその他の設定に関する各種トラブルを確実に回避できることを保証するものではありません。ROM内登録データに関する詳細は、「DS専用/DSi対応/DSi専用ゲームカードマニュアル」 をご参照ください。

※2 マスターROMおよび提出確認書の作成に関する詳細は、「TWLマスターROM提出手順書」 をご参照ください。
2 インストール方法

TWLマスターエディタのインストールおよびアンインストールについて説明します。なお、詳細は、別紙「TWLマスターエディタインストールガイド」をご参照ください。
2.1 インストールの準備
TWLマスターエディタのインストールには、Microsoft .NET Framework 2.0 およびMicrosoft .NET Framework 2.0日本語Language Packが必要です。上記ソフトウェアがPCにインストールされていない場合には、TWLマスターエディタのインストール時にダウンロードページが開かれます。なお、Microsoft .NET Framework2.0 には既知の問題を解決した更新版がMicrosoft社からリリースされていますので、Windows Update を実行し、Microsoft .NET Framework 2.0 を更新してください。
2.2 インストール
TWLマスターエディタは、以下の手順でインストールできます。
(1) 配布された「MasterEditorTWLSetup.msi」を(ダブルクリックなどで)実行してください。

(2) インストーラが起動しますので、「次へ」を選択してください。

(3) インストール先のフォルダを選択して、「次へ」を選択してください。
(4) さらに「次へ」を選択するとインストールが自動で実行されます。完了したら「閉じる」を選択してください。

以上の手順によって、インストールは完了し、上記(3)で指定されたフォルダに、MasterEditorTWL.exe が作成されます。このファイルからTWLマスターエディタを起動できます。また、デスクトップにもショートカットが作成され、このショートカットからもTWLマスターエディタを起動できます。

2.3 アンインストール
TWLマスターエディタをPCから削除する場合、以下の2つの方法のいずれかで削除してください。
(方法1) インストーラを用いたアンインストール

インストールで使用した MasterEditorTWLSetup.msi をダブルクリックすると、インストーラが起動します。ここで、「MasterEditorTWLの削除」を選択し、「完了」をクリックすると、自動的にアンインストールが実行されます。
(方法2) コントロールパネルからのアンインストール

Windowsのコントロールパネルを立ち上げ、「プログラムの追加と削除」を選択してください。プログラムの一覧の中に、「MasterEditorTWL」の項目がありますので、この項目を選択して、「削除」をクリックしてください。このとき、他のプログラムを削除しないように十分に注意してください。
3 使用方法

インストール先フォルダ中のMasterEditorTWL.exe もしくはデスクトップ上のショートカットから、TWLマスターエディタを起動できます。
TWLマスターエディタの使用手順を以下に図示します。

[image: image1]
図: TWLマスターエディタの使用手順

以下、各手順について詳細を述べます。

3.1 ROMデータファイル(SRLファイル)の読み込み
TWLマスターエディタには、SRLを読み込む方法が2つ用意されています。
3.1.1 ドラッグアンドドロップによる読み込み 
SRLファイルを「ROMデータファイル」とラベルづけされた領域にドラッグアンドドロップしてください(下図参照)。
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図: ドラッグアンドドロップによるSRLの読み込み方法
3.1.2 メニュー選択による読み込み

上部のメニューバーの「ファイル」⇒「ROMデータを開く」 を選択すると、ファイル選択のダイアログが表示されますので、SRLファイルを指定してください(下図参照)。
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図: メニュー選択によるSRLの読み込み方法
3.2 情報の入力
マスターエディタでは、マスターROMのROM内登録データの一部入力(編集)と、提出確認書に記述される各項目の入力が可能です。入力情報には、マスターROMファイルのROM内登録データとして登録されるものがあります。ただし、入力SRLファイルは、マスターエディタ上の操作によって変更されることはありません。入力項目の詳細については、次章で説明します。
また、入力情報に矛盾や入力漏れがある場合には、マスターROMおよび提出確認書の作成はできません。
3.3 提出データ一式の作成
各入力項目への入力が完了すると、提出データ一式(マスターROMファイル、使用ミドルウェア一覧、提出確認書)の出力が可能となります。このとき、マスターROMのROM内登録データ、および提出確認書の各項目には、入力された情報が反映されます。ただし、入力SRLファイルは変更されません。また、使用ミドルウェア一覧には、マスターROMで使用されるミドルウェアが登録されます。マスターROM提出時には、以下の方法で作成された提出データ一式をご提出ください。
提出データ一式の作成は、上部メニューバーの「マスター」⇒「提出データ一式を作成する」を選択してください。
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図: マスターROMと提出確認書の作成方法
このとき、マスターROMファイル名は、自動的に「TWLマスターROM提出手順書」に準拠したファイル名となります。以下のダイアログが表示され、「OK」を押すとマスターROMファイルの保存先を選択できます。作成されるマスターROMデータは、読み込まれたSRLファイル(以下、入力SRLファイル)と別ファイルとなり、入力SRLファイルは変更されません。ただし、作成されるマスターROMファイルの保存先が入力SRLファイルの保存先と同じで、かつ、ファイル名が同じ場合、入力SRLファイルは上書きされますのでご注意ください。保存先の選択をキャンセルすると、提出データ一式が作成されません。
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図: マスターROM作成時の確認ダイアログ
次に、以下のダイアログが表示され、「OK」を押すと、マスターROMが使用するミドルウェア(ライブラリ)一覧の保存先とファイル名を選択できます。ミドルウェア一覧のファイル指定をキャンセルすると、提出データ一式が作成されません。
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図: ミドルウェア作成時の確認ダイアログ
次に、以下のダイアログが表示され、「OK」を押すと、提出確認書の保存先とファイル名を選択できます。提出確認書のファイル指定をキャンセルすると、提出データ一式が作成されません。マスターROMファイルのみ作成したい場合、および使用ミドルウェア一覧を作成したい場合には、後述の方法で作成可能です。
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図: 提出確認書作成時の確認ダイアログ

提出データ一式の作成が成功すると、以下のダイアログが表示されます。
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図: 成功時のメッセージダイアログ

提出データ一式のうちのいずれかの作成に失敗した場合には、エラーダイアログが表示されます。作成が失敗する場合には、以下の要因が考えられます。
○マスターROMファイルの作成に失敗する要因

・読み込んだSRLファイルをマスターエディタの編集中に移動もしくは削除した場合
⇒ SRLファイルを元の場所に戻すか、再度、SRLファイルを読み込ませて、提出データ一式の作成をやり直してください。ただし、SRLを再読み込みした場合、「ROM登録情報(編集可)」タブの各項目の情報がすべて読み込まれたSRLの情報によって上書きされます。

○提出確認書の作成に失敗する要因

・提出確認書と同名のファイルがすでに存在し、かつそのファイルを開いている場合(開いていない場合は、上書きされますが、失敗にはなりません。)
⇒ ファイルを閉じた後、提出データ一式の作成をやり直してください。

・TWLマスターエディタの設定ファイルがインストール先に存在しない場合

⇒ TWLマスターエディタの設定ファイルが変更、削除された可能性があるため、TWLマスターエディタを再インストールしてください。
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図: マスターROMの作成に失敗した場合に表示されるダイアログ
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図: 提出確認書の作成に失敗した場合に表示されるダイアログ

作成された提出確認書は、Microsoft Excel で開くことができます。また、使用ミドルウェア一覧は、Internet ExplorerやFirefoxなどのWebブラウザで開くことができます。ただし、Webブラウザによって一覧の表示は大きく異なります。Internet Explorerを使用した場合には、データの内部構造がそのまま表示されます。一方、Firefoxを使用した場合には、表形式で表示されます。これは、表示処理がWebブラウザによって異なることが原因であり、ファイルの中身がWebブラウザによって書き換えられるわけではありません。データを印刷する場合には、Firefoxなどの、表形式で表示可能なWebブラウザをご使用ください。
3.4 マスターROMファイルのみの作成
デバッグ目的などで、提出確認書を作成せずに、マスターROMファイルのみを作成したい場合、上部メニューバーから「マスター」⇒「マスターROMのみを作成する」 を選択してください。(下図参照)
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図: マスターROMファイルのみの作成方法
このとき、全入力項目のうち、必要となる項目は、「ROM登録情報(編集可)」タブ内の項目のみです。「提出情報(編集可)」タブおよび「会社情報(編集可)」タブの項目の入力は必要ありません。

ただし、この方法で作成されたマスターROMを他の提出確認書とあわせて提出しないようご注意ください。

3.5 使用ミドルウェア一覧のみの作成

使用ミドルウェアの確認目的などで、マスターROMファイルおよび提出確認書を作成せずに、入力SRLの使用ミドルウェア一覧を作成することが可能です。上部メニューバーから「マスター」⇒「使用ミドルウェアのみを作成する(XML形式)」あるいは、「使用ミドルウェアのみを作成する(HTML形式)」を選択してください。
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図: 使用ミドルウェア一覧のみの作成方法
作成された使用ミドルウェア一覧ファイルは、Internet ExplorerやFirefoxなどのWebブラウザで開くことができます。

XML形式で一覧ファイルを作成すると、データ変換やデータベースへの登録などが容易ですが、その一方で、Internet Explorerなどの一部のWebブラウザでの表示が見づらくなります。一方、HTML形式の場合には、ほとんどのWebブラウザで、一覧が表形式で表示されるため確認がしやすくなります。Webブラウザによっては、XML形式でもHTML形式と同様の表形式で表示できます(Firefoxなど)。この場合にも、XML形式の利点は失われないため、Firefoxなどをご使用の場合には、XML形式でファイルを作成する方が便利です。
3.6 入力情報の一時保存
入力を一時中断したい場合や入力情報のバックアップをとりたい場合には、入力した情報を一時保存することができます。提出確認書は入力情報に矛盾がある場合には作成できませんが、一時保存は矛盾の有無にかかわらず可能です。入力情報を一時保存する場合には、上部メニューバーの「ファイル」⇒「入力情報の一時保存」を選択してください。
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図: 入力情報の一時保存方法
一時保存した入力情報の読み込みについては、次節で説明します。

入力情報の一時保存は、SRLファイルの読み込みの有無にかかわらず可能です。ただし、SRLファイルが読み込まれた状態で入力情報を一時保存すると、入力SRLファイルのファイルパスが保存情報に記載され、一時保存情報の再読み込み時にSRLが自動的に読み込まれます。そのため、SRLファイルを移動あるいは削除した場合には、SRLファイルの読み込みができなくなります。その場合には、再度、3.1節で説明した方法を用いて、SRLファイルを指定しなおしてください。
3.7 一時保存した入力情報の読み込み
一時保存した入力情報は、「メニュー」 ⇒ 「一時保存した提出情報を開く」 を選択することによって、読み込むことができます。(下図参照)
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図: 一時保存した入力情報の読み込み方法
一時保存情報を読み込む前に各入力項目に情報を入力していた場合、一時保存情報の読み込みによって入力項目が上書きされますのでご注意ください。
4 入力項目の説明

以下では、TWLマスターエディタの画面上の各項目が示す情報について説明します。「TWLマスターROM提出手順書」もあわせてご参照ください。
4.1 エラー情報タブ (確認用・編集不可)
このタブには、ROM内登録データに矛盾がある場合、および入力項目に入力漏れがある場合に、矛盾点や問題点が表示されます。表示される情報には、「エラー」(下図①) と 「警告」(下図②) があります。エラーの欄には、ROM内登録データと入力情報の矛盾点が表示されます。エラーは、原則、修正が必須です。警告の欄には、矛盾点ではないが注意すべき点が表示されますので、問題がある場合には修正してください。矛盾点は、SRLの読み込み時点と、現在までの入力を反映した時点との間で異なります。そこで、表示させる矛盾点を、SRLが読み込まれた時点で検出された矛盾点と、TWLマスターエディタ上での入力を反映した場合の矛盾点のいずれかに、いつでも切り替えることができます(下図③)。
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図: エラーと警告の表示
TWLマスターエディタでは、エラーおよび警告の表示を以下の3種類に分けています。

(1) ROM内登録データの問題点のうち、TWLマスターエディタでは修正不可な情報 (赤文字で表示)

修正には、SDKの設定を変更してSRLを作成しなおす必要があります。(ただし、例外を考慮し、修正されなくとも提出データ一式は作成可能です。)
(2) ROM内登録データの問題点のうち、TWLマスターエディタで修正可能な情報 (青文字で表示)

「TWL登録情報タブ」内の各項目の編集によって修正できる問題点です。エラーの欄に表示されている項目が修正されるまで、提出データ一式の作成はできません。また、マスターROMのみの作成もできません。
(3) ROM内登録データとは無関係な情報 (黒文字で表示)

提出に関する連絡事項や連絡先の情報の入力漏れなど、提出確認書のみに記載され、ROM内には登録されない情報です。マスターエディタによって修正可能であり、エラーが修正されるまで提出確認書を作成できません。ただし、マスターROMのみを作成する場合、これらのエラーを修正する必要はありません。

エラーおよび警告の内容は、以下の表示から構成されます。
(項目名) 問題点のある箇所を表しています。

(開始・終了) 問題点のあるROM内の範囲の先頭アドレスと終端アドレスを表しています。ROMによって固定ではない範囲の場合には、「-」 が表示されます。

(要因) 具体的な問題点を表しています。
4.2 ROM基本情報タブ　（編集不可・確認用）
このタブ内の各項目は、読み込まれたSRLファイル(以下、入力SRL)のROM内登録データの一部を表示します。ROM仕様の確認にご利用ください。各情報に問題がある場合には、「エラー情報(確認用)」タブに問題点が表示されます。なお、これらの情報は、提出確認書に記載されます。
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図: ROM内登録情報の表示

(1) ROMデータ情報

入力SRLのROM内登録情報を表示します。各項目の詳細は、「TWLマスターROM作成手順書」をご参照ください。
(2) CRC

入力SRLファイル全体のCRC、およびROM登録情報として記載されているヘッダCRCが表示されます。後述の「ROM登録情報(編集可)」タブ内の各項目の編集によりROM内登録データが変更されるため、ファイル全体のCRCは、入力SRLファイルと作成されたマスターROMファイルとの間で異なります。提出確認書には、マスターROMファイルのファイル全体のCRCが記載されます。
(3) SDKバージョン

入力SRLの作成時に使用されたTWL-SDKのバージョンが表示されます。入力SRLに埋め込まれたSDKバージョンがすべて表示されます。特に、常駐モジュールから検出されたSDKバージョン情報は、末尾に「(main static)」という文字列がつけられます。提出確認書には、常駐モジュールから検出されたSDKバージョン情報が記載されます。
(4) 特記事項

ゲームソフトの特殊な設定を表示します。例えば、TWLクローンブートに対応しているゲームソフトである場合には、「クローンブート対応」と表示されます。この項目の内容は、提出確認書の備考欄に自動的に記載されます。

(5) 使用ライブラリ

入力SRLの作成時に使用されたライブラリ(音声認識エンジンなどのライセンス製品を指します)の名称と開発元が列挙されます。また、FINALROMビルドではないSRLが入力された場合、「NINTENDO DEBUG」と赤文字で表示されます(下図参照)。この場合、DSダウンロード子機プログラムを含むすべてのプログラムをFINALROMビルド設定で作成し直す必要があります。
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図: FINALROMビルドでない場合の表示

4.3 TWL拡張情報タブ　（編集不可・確認用）
このタブ内の各項目は、SRLファイルのROM内登録情報のうち、TWLで拡張された機能に関する情報を表示します。ROM仕様の確認時にご利用ください。各情報に問題がある場合には、「エラー情報(確認用)」タブに問題点が表示されます。なお、これらの情報は、提出確認書に記載されます。
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図: ROM内登録情報(TWL拡張部分)の表示
(1) Title ID

ROM内に登録されている、ゲームソフトの種別に関する情報が表示されます。特に、「Media」の項目には、ゲームソフトがカードアプリ(ゲームカード向け)である場合に「Game Card」と表示され、NANDアプリ(ダウンロードソフト)である場合に「NAND」と表示されます。
(2) TWL拡張諸フラグ

TWLの各種新機能が有効になっているかどうかが表示されます。ゲームソフトの仕様と一致するかご確認ください。ゲームソフトの仕様にはない機能が有効になっている場合、あるいは、ゲームソフトの仕様に含まれる機能が有効になっていない場合には、TWL-SDKのRSFファイル内の設定を修正して、SRLを作成しなおしてください。

(3) TWL拡張情報

TWLの各種新機能のパラメータが表示されます。ゲームソフトの仕様と一致するかご確認ください。仕様と一致しない場合には、TWL-SDKの設定を修正して、SRLを作成しなおしてください。特に、ゲームソフトがNANDフラッシュ内にセーブデータを作成する場合には、「Private Save Data Size」にはSDカードへのバックアップが不可能なセーブデータのファイルサイズが表示され、「Public Save Data Size」にはSDカードへバックアップ可能なセーブデータのファイルサイズが表示されます。
(4) アクセスコントロール情報

ゲームソフトがアクセスする各種デバイスが表示されます。なお、SDカードおよびNANDフラッシュメモリへのアクセスを希望する場合には、弊社業務部にご相談ください。

(5) Shared2ファイルサイズ

TWL本体のNANDフラッシュ内の共用ファイルへのアクセス権が表示されます。共用ファイルへのアクセスを希望する場合には、弊社業務部にご相談ください。

共用ファイルへアクセスしないゲームソフトである場合には、「Shared2ファイル使用」の項目はチェックされず、全ファイルのサイズ(File0～File5)には「0」が表示されます。共用ファイルへアクセスするゲームソフトである場合には、「Shared2ファイル使用」の項目がチェックされ、アクセスするファイルのサイズが表示されます(アクセスしないファイルのサイズには「0」が表示されます)。このとき、表示されているファイルサイズが、弊社が規定する共用ファイルのサイズと一致するかご確認ください。もし、このファイルサイズが弊社規定のファイルサイズと一致しない場合には、TWL-SDKの設定を修正して、SRLを作成しなおしてください。
4.4 ROM登録情報タブ　（編集可）
このタブ内の各項目は編集可能です。編集された情報のほとんどは、マスターROM作成時に、マスターROMファイルのROM内登録データとして登録されます。また、提出確認書にも記載されます。
TWLマスターエディタがSRLを読み込むと、下図①～④の各項目には、SRLを入力SRLのROM内に登録されている情報が表示されます。また、下図⑤、⑥の項目の情報は、ROM内登録データではありませんので、SRLの読み込み時にはチェックが外された状態となります。これらの各項目の編集中に、下図⑦を選択することによって、タブ内の各項目の情報をSRLの読み込み時の情報に戻すことができます。このとき、編集された情報は、失われますのでご注意ください。下図⑦を選択したとき、他のタブの項目が変更されることはありません。。
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図: ROM登録情報タブの各入力項目

(1) EULA (ニンテンドーDSiネットワークサービスに関する利用規約)
ゲームソフトを利用する上でインターネットへの接続が必須である場合、「EULAへの同意を必要とする」をチェックしてください。

なお、インターネットへの接続が必須ではなく、機能の一部としてニンテンドーWi-Fiコネクション等のインターネットを利用するサービスに対応している場合には、「EULAへの同意を必要とする」をチェックしないでください。代わりに、インターネットへの接続を試みる前にEULAへの同意がなされていることを確認する仕組みをゲームソフトに実装してください。(例えば、ニンテンドーWi-Fiコネクションを使った対戦モードがあるが、ニンテンドーWi-Fiコネクションに接続しなくてもゲーム本編を遊ぶことができる場合がこれに該当します。このとき、「EULAへの同意を必要とする」をチェックしないでください。)
設定された情報は、マスターROMファイルのROM内登録データとして登録されます。
(2) メニュー上でのアイコン表示

この項目では、TWLメニュー上でのゲームソフトアイコンの上に、「ワイヤレス通信アイコン」、もしくは「Wi-Fi通信アイコン」を表示するかどうかを決定します。設定された情報は、マスターROMファイルのROM内登録データとして登録されます。
アイコン表示が必要であるかについては、「TWLプログラミングガイドライン」をご参照ください。
(3) カードリージョン

TWL対応ソフトおよびTWL専用ソフトでは、リージョン(仕向地)についての情報をROM内に登録する必要があります。プルダウンボタンを押していずれかのリージョンを選択してください。TWL本体にも販売地域によってリージョンが登録されており、本体のリージョンとゲームソフトのリージョンが一致しない場合、ゲームソフトは起動しませんので、注意して選択してください。設定された情報は、マスターROMファイルのROM内登録データとして登録されます。
(4) ペアレンタルコントロール

TWL対応ソフトおよびTWL専用ソフトは、リージョンに含まれる審査団体からレーティング審査を受ける必要があります。提出確認書の作成前に、あらかじめ審査団体からレーティングを取得してください。なお、ペアレンタルコントロールの詳細については、「TWLプログラミングガイドライン」をご確認ください。

リージョンの選択後、リージョンに含まれる審査団体のレーティング情報を入力するプルダウンメニューが表示されますので、プルダウンボタンを押して、取得したレーティングを選択してください。リージョンに含まれるすべての審査団体のレーティングが入力されるまで、提出データ一式を作成できません。設定された情報は、マスターROMファイルのROM内登録データとして登録されます。
事前版などで、レーティングの決定前にマスターROMを提出する場合には、「審査中」を選択してください。

なお、リージョンに含まれない審査団体の情報は、マスターROM作成時に自動的にクリアされます。その場合、提出確認書には「不可」と記載されます。

(5) UGC(User Generated Contents)対応

ゲームソフトがUGCに対応している場合には、この項目をチェックしてください。この情報は、ROM内登録データとしては登録されませんが、提出確認書に記載され、ロットチェックなどで利用されます。

UGCについての解説は、「TWLプログラミングガイドライン」をご参照ください。
(6) 写真交換対応

ゲームソフトが写真交換に対応している場合には、この項目をチェックしてください。この情報は、ROM内登録データとしては登録されませんが、提出確認書に記載され、ロットチェックなどで利用されます。

写真交換についての解説は、「TWLプログラミングガイドライン」をご参照ください。

4.5 提出情報タブ　（編集可）
このタブ内の情報は編集可能です。編集された情報は、提出確認書に記載されます。なお、このタブ内の情報は、ROM内には登録されません。このタブ内の各項目に入力する内容については、「TWLマスターROM提出手順書」をご参照ください。
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図: 提出確認書に記載される提出情報の入力画面

(1)製品名
ゲームソフトの製品名をご記入ください。

(2)製品コード
弊社業務部から指定されたゲームソフトの製品コードをご記入ください。

(3)発売予定日
ゲームソフトの発売予定日をご記入ください。

(4)書類提出日
マスターROMおよび提出確認書の提出日をご記入ください。

(5)提出バージョン

マスターROMの提出バージョンをご記入ください。提出バージョンは、初回提出時には「0」であり、その後、再提出のたびに、「1」、「2」、…とカウントしてください。ただし、マスターROMのリマスターバージョンが更新される場合には、再度、「0」からカウントしなおしてください。

(6)提出方法

マスターROMおよび提出確認書の提出方法をご指定ください。

(7)用途

ゲームソフトの用途をご選択ください。以下、選択可能な各項目について説明します。
○ 一般販売用

店頭販売、直販、通販などでの販売が目的である場合、この項目を選択してください。

○ 試遊台用

各販売店舗に設置されるTWL試遊台で動作させることが目的である場合、この項目を選択してください。

○ データ配信用

ユーザへの販売を目的とせず、店舗やイベント会場などで、通信による配信サービスを展開することが目的である場合、この項目を選択してください。

(例) DSダウンロードプレイによる体験版の配布、すれ違い通信中継所、ゲームデータの配信

○ その他

以上のいずれにも当てはまらない用途である場合、この項目を選択し、隣の欄に用途をご記入ください。

(8)バックアップメモリ

ROM生産時に使用するバックアップメモリの種類をご指定ください。バックアップメモリを使用しない場合、「なし」をご選択ください。また、該当する種類がない場合には、「その他」を選択し、隣の欄にバックアップメモリの種類と容量をご記入ください。

(9)海外版

海外版を発売する、あるいは発売を予定している場合には、「海外版を発売する(予定)」の項目をチェックし、海外版の製品名および製品コードをご記入ください。複数の地域に販売する場合には、各々の地域での製品コードをご記入ください。

(10)備考

弊社への連絡事項がある場合にはご記入ください。

4.6 会社情報タブ　（編集可）
このタブ内の情報は編集可能です。編集された情報は、提出確認書に記載されます。なお、このタブ内の情報は、ROM内には登録されません。このタブ内の各項目への入力においては、「TWLマスターROM提出手順書」をご参照ください。
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図: 提出確認書に記載される会社情報の入力画面
(1)担当者1

ゲームソフトの仕様について、弊社よりご連絡をさせていただく場合があります。その際の、ご担当の方の連絡先をご記入ください。
(2)担当者2

担当者1に記入されたご担当の方に必ずしも連絡がとれるとは限らない場合、「担当者2を入力する」の項目にチェックし、別のご担当の方の連絡先をご記入ください。

本書に記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。
© 2008 Nintendo





任天堂株式会社の許諾を得ることなく、本書に記載されている内容の一部あるいは全部を無断で複製・複写・転写・頒布・貸与することを禁じます。





このドキュメントの内容は、機密情報であるため、厳重な取り扱い、管理を行ってください。
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